
 県内では豚丹毒蕁麻疹型の発生が続いています。飼養衛生管理基準の遵守及び
ワクチンの活用により、豚丹毒の発生とまん延を防ぎましょう。

監視伝染病の発生状況

〔豚丹毒ワクチンプログラムの1例〕

石川県南部家畜保健衛生所
TEL:076-257-1262 Fax:076-257-2122
E-mail :i-nannbu@pref.ishikawa.lg.jp
住所：石川県金沢市才田町戊324‐2

動物用医薬品の使用基準の確認と使用記録について

医薬品を使用したら使用記録をつけて
保管しましょう。

記録があることで、医薬品の使用に
問題がないことの証拠になります。

①使用年月日

②使用場所

③対象動物

④薬品名

⑤用法・用量

⑥出荷可能日

動物用医薬品の使用に際して

 用法・用量

 対象動物

 使用禁止期間

（休薬期間）

の確認、遵守をお願いします。

（「豚の予防接種について」より引用）

・皮下に接種する。

2回目を必要とする場合は３か月齢
・5週齢以上の豚に3～5週間隔で2回筋肉内に注射する。

5週以上

豚丹毒(アジュバンド
加)不活化ワクチン 第1回 第2回

子豚：
3～5週

ワクチン名 ワクチンの使用法

豚丹毒生ワクチン 第1回

子豚：

30～60日齢


